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多治見市人事行政の運営等の状況 

 

 
地方公務員法第58条の２及び多治見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定に基づき、 

前年度における人事行政の運営状況を公表いたします。 

 

 

Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況 

 
１ 職員の採用・退職の状況（R4.4.2～R5.4.1） 

(単位 人) 

R4.4.1 現在 退職者数 採用者数 R5.4.1 現在 

767（5） 44（2） 40（4） 758（10） 

※ 職員数には、特別職を含んでいません。 

退職者・採用者には、県教育委員会との人事交流による職員を含んでいます。 

再任用職員（常勤）を含みます。 

（ ）内は再任用職員（短時間）であり、外書きです。 

 

 

２ 事由別退職者数（R4.4.2～R5.4.1） 
(単位 人) 

定年退職 
応募認定

早期退職 
普通退職 分限免職 懲戒免職 失職 死亡退職 出向割愛 

任期 

満了 
計 

14 9 14 0 0 0 1 5 1 44 

※ 任期満了とは、任期付職員及び再任用職員が該当します。 

 

 

３ 職種別採用者数（R4.4.2～R5.4.1） 
            (単位 人) 

 

 

 

区分 一般行政職 技能労務職 消防職 
歯科 

衛生士 

保育士 

幼稚園教諭 
教育職 合計 

採用人数 15 7 4 1 8 5 40 

うち再任用 3 5 0 0 0 0 8 

うち任期付 3 0 0 0 1 0 4 



2/18 

４ 職員数の状況 
 

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年4月1日現在） 

（単位：人） 

 

部  門  

職  員  数 
対 前 年 
増 減 数 

主な増減理由  
令和4年 令和5年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

 一 
 般 
 行 
 政 
 部 
 門 
 

議会  5 5 0  

総務・企画  125 123(1) ▲2 任期付職員の退職など  

税務  38 36(2) ▲2 再任用短時間勤務への切替え  

民生  160(1) 159(2) ▲1 任期付職員の退職  

衛生  67 66(3) ▲1 再任用短時間勤務への切替え  

労働  0 0 0  

農林水産  7 7 0  

商工  27 26 ▲1 配置職員の減員  

土木  71(2) 71(1) 0  

小計 500(3) 493 ▲7  

教育部門 87(1) 86 ▲1 任期付職員の退職  

消防部門 110(1) 109(1) ▲1 職員の退職  

普通会計計 697(5) 688 ▲9  

公
営
企
業
等 

会
計
部
門 

水道  

下水道  

その他  

18 

23 

29 

18 

21 

31 

0 

▲2 

2 

 

任期付職員の退職など  

外部団体への派遣増など  

企業会計等計 70(0) 70 0  

合  計 767(5) 758(10) ▲9(5)  

 

 

※ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員、再任用職員 

（常勤）を含みます。 

（ ）内は再任用職員（短時間）であり、外書きです。 

 

 

（２）年齢別職員構成の状況（令和 5年 4月 1日現在） 
（人） 

区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳 

～ 

23 歳 

24 歳 

～ 

27 歳 

28 歳 

～ 

31 歳 

32 歳 

～ 

35 歳 

36 歳 

～ 

39 歳 

40 歳 

～ 

43 歳 

44 歳 

～ 

47 歳 

48 歳 

～ 

51 歳 

52 歳 

～ 

55 歳 

56 歳 

～ 

59 歳 

60 歳 

 

以上 

計 

職員数 1 30 69 74 75 40 40 86 113 108 88 34 758 
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職員数

 

 

（３）定員適正化計画 

 

定員適正化目標 

計画期間 
数値目標 

始期 終期 

令和2年4月1日 令和7年4月1日 
△3人（△0.4％） 

766人 763人 

 
   進捗状況（毎年４月１日現在） 

区分 
令和2年 

（基準値） 
令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 

計画職員数(A) 766人 758人 761人 765人 761人 763人 

職員実数(B) 760人 757人 750人 745人 ― ― 

計画に対する

増減(B-A) 
― △1人 △11人 △20人 ― ― 

 

   ※任期付職員を除く 
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Ⅱ．職員の人事評価の状況 

 

１ 勤務成績の評定の実施状況（令和4年度） 

 

評定の回数 年2回 

評定の時期 令和4年9月、令和5年2月 

評定の対象職員 全職員 

評定の方法 目標管理による勤務評定（実績・能力・態度） 

 

 

２ 勤務評定に基づく職員の処遇の状況   
 

（１）昇給（令和5年4月1日）への勤務成績の反映状況 

昇給区分 

管理職員 管理職員以外 合計 

人数 

(人) 

分布率 

(％) 

分布率 

の目安 

人数 

(人) 

分布率 

(％) 

分布率 

の目安 

人数 

(人) 

分布率 

(％) 

極めて良好 12 19.7 20.0 70 10.3 10.0 82 11.1 

特に良好 24 39.3 40.0 265 39.0 40.0 289 39.0 

良好 25 41.0 

40.0 

341 50.1 

50.0 

366 49.4 

やや良好でない 0 0.0 4 0.6 4 0.5 

良好でない 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 

※ 昇給号給数 

昇給区分 
55 歳未満 

55 歳以上 
管理職員以外 管理職員 

極めて良好 6 号給 6 号給 2 号給 

特に良好 5 号給 5 号給 1 号給 

良好 4 号給 3 号給 0 

やや良好でない 2 号給 2 号給 0 

良好でない 0 0 0 
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（２）降格・昇給延伸者数（令和4年度） 

 

 
令和4年4月 令和4年10月 令和5年4月 

要指導職員 7 人 4 人 1 人 

要指導職員のうち新たに指定された者 1 人 1 人 0 人 

要指導職員の指定を解除された者 5 人 0 人 3 人 

降格した者 0 人 0 人 0 人 

 

 

（３）勤勉手当の成績率の適用状況 

 

令和 4年 6月 

成績区分 人数(人) 
成績率(月) [参考]成績率 

分布の目安 一般職員 部長級職員 

特に優秀 82 1.12 1.32 10％程度 

優 秀 230 1.02 1.22 30％程度 

良 好 430 0.92 1.12 
60％程度 

良好でない 7 0.82 1.02 

懲 戒 0 0.57～0.77 0.52～0.92 － 

 

令和 4年 12 月 

成績区分 人数(人) 
成績率(月) [参考]成績率 

分布の目安 一般職員 部長級職員 

特に優秀 74 1.22 1.42 10％程度 

優 秀 223 1.12 1.32 30％程度 

良 好 441 1.02 1.22 
60％程度 

良好でない 3 0.92 1.12 

懲 戒 0 0.67～0.87 0.62～1.02 － 
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Ⅲ．職員の競争試験及び選考の状況 

 
１ 採用試験（令和4年度） 

（単位：人、倍） 

  

職  種 申込者数 
受験者数 

(A) 

合格者数 

(B) 

競争率 

(A/B) 

土木技術職（大卒以上）（５月実施） 7 5 2 2.5 

土木技術職（民間経験）（５月実施） 2 2 1 2 

一般事務職（大卒以上） 68 44 4 11.0 

一般事務職（民間経験） 50 36 3 12.0 

消防職（大卒以上） 16 8 2 4 

保育士・幼稚園教諭 9 8 5 1.6 

消防職（高卒）（９月実施） 2 2 2 1 

調理員（９月実施） 2 2 1 2 

道路業務員（９月実施） 2 1 1 1 

保育士・幼稚園教諭（10 月実施） 2 2 2 1 

歯科衛生士（１月実施） 2 2 1 2 

任期付 保育士・幼稚園教諭（５月実施） 0 - - - 

任期付 一般事務職（７月実施） 6 6 1 6 

任期付 保育士・幼稚園教諭（７月実施） 0 - - - 

任期付 保育士・幼稚園教諭（10 月実施） 0 - - - 

任期付 一般事務職（11 月実施） 8 7 2 3.5 

任期付 一般事務職（１月実施） 3 3 0 0 

任期付 保育士・幼稚園教諭（１月実施） 1 1 1 1 

合  計 180 129 28 4.6 
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２ 昇任試験（令和4年度） 
 

（１）管理職 

（単位：人、倍） 

職  種 有資格者数 
受験者数 

（Ａ） 

合格者数 

（Ｂ） 

競争率 

（Ａ／Ｂ） 

一般行政職 52 37 5 7.4 

消防職 13 6 2 3.0 

保育士・幼稚園教諭 11 1 1 1.0 

合  計 76 44 8 5.5 

 

 

（２）総括主査級(消防司令補) 

（単位：人、倍） 

職  種 有資格者数 
受験者数 

（Ａ） 

合格者数 

（Ｂ） 

競争率 

（Ａ／Ｂ） 

一般行政職・研究職 81 24 11 2.2 

消防職 19 18 4 4.5 

保育士・幼稚園教諭 29 2 2 1.0 

合  計 129 44 17 2.6 

 

 

（３）業務主任級 

（単位：人、倍） 

職  種 有資格者数 
受験者数 

（Ａ） 

合格者数 

（Ｂ） 

競争率 

（Ａ／Ｂ） 

技能労務職 24 4 2 2.0 

 

 

３ 技能労務職から一般行政職への職種転換選抜試験（令和4年度） 

（単位：人、倍） 

職  種 有資格者数 
受験者数 

（Ａ） 

合格者数 

（Ｂ） 

競争率 

（Ａ／Ｂ） 

技能労務職 6 0 0 － 
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Ⅳ．職員の給与の状況 

 
１ 総括 

 
（１）人件費の状況（令和4年度普通会計決算見込み）（単位：人、千円、％） 
 

住民基本台帳人口 

（令和 4年度末） 

歳出額 

(A) 
実質収支 

人件費 

(B) 

人件費率 

(B/A) 

（参考）前年度の 

人件費率 

106,740 44,989,859 4,396,846 6,814,673 15.1 15.3 

※ 人件費には、特別職に支給される給料・報酬などを含みます。 

 
（２）職員給与費の状況（令和5年度普通会計当初予算）    （単位：人、千円） 

職員数 

(Ａ) 

給与費 1人当たり 

給与費 

(B/A) 給料 職員手当 
期末手当 

勤勉手当 
計(Ｂ) 

688 2,780,424 590,457 1,162,389 4,533,270 6,589 

※ ①この表は、水道など企業会計と特別会計を除いた普通会計の一般職の職員の給与費です。 

②給与費とは基本給に各種手当を加えたもので、職員が受け取る総支給額です。 

③給料とは基本給のことです。職員手当には退職手当、児童手当を含んでいません。 

 

（３）特記事項 

  なし 

 

（４）ラスパイレス指数の状況（一般行政職 各年度4月1日現在） 

 

区分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 

多治見市 97.2 96.5 96.8 

※ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給付水準を示す指数です。 
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２ 職員の平均給与月額、初任給等の状況 

 
（１） 職員の平均年齢及び平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在） 

（単位：歳,円）  

 

※ 教育公務員を除く一般職員719人のうち、一般行政職325人、技能労務職70人の平均です。 

※ 一般行政職は、一般職員のうち技能労務職、税務職、福祉職、保健職、消防職、企業職、教育職等を

除いた職員をいいます。 

※ 平均給与月額とは、平均給料月額と月ごとに支払われることとされている諸手当の額を合計したもの

です（期末・勤勉手当は、含まれておりません。） 

 

 
（２）職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在） 

             （単位：円） 

区    分 
多治見市 国 

初任給 2年後の給料 初任給 2年後の給料 

一般行政職 
大学卒 185,200 198,500 185,200 196,900 

高校卒 154,600 164,100 154,600 162,900 

※ 国は１月、本市は４月に昇給を実施します。 

 
 

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在） 

（単位：円） 

区    分 経験年数7年以上10年未満 経験年数15年以上20年未満 経験年数20年以上25年未満 

一般行政職 
大学卒 252,900 324,600 361,200 

高校卒    201,400 271,200 - 

技能労務職 高校卒 194,000 228,800 237,000 

※ 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。 

※ 該当する職員数が3名以下の場合、前年度との平均を算出しています。 

  

区分 
一般行政職 技能労務職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

多治見市 45.4 327,117 469,367 53.6 271,696 306,942 
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３ 等級別職員数及び内訳の状況 
 
（１）一般職給料表（令和5年4月1日現在） 

職務の

級 

級別標準職務表に 

規定する基準となる職務 

職制上の 

段階 

合計 内訳 

人数（人） 割合 職名等 人数（人） 

１級 主事の職務 主事級 75（2） 10.9% 主事 75 

２級 主任の職務 主任級 97 14.1% 主任 97 

３級 主査の職務 主査級 204（2） 29.7% 主査 204 

４級 総括主査の職務 総括主査級 154（1） 22.4% 
総括主査 142 

保育園・幼稚園副園長 12 

５級 課長代理の職務 課長代理級 97（1） 14.1% 

課長代理 73 

保育園・幼稚園園長 11 

副所長・副署長 13 

６級 課長の職務 課長級 44 6.4% 

課長 35 

主幹 1 

意匠研究所副所長 1 

所長・署長 6 

統括園長 1 

７級 部長及び次長の職務 部長級 17 2.5% 

部長 9 

事務局長 2 

消防長 1 

会計管理者 1 

部次長 2 

副教育長 1 

教育次長 1 

合計 688（6） 100.0%   688 

 

（２）技能労務職給料表（令和5年4月1日現在） 

職務の級 

職制上の段階 

級別標準職務表に 

規定する基準となる職務 

合計 

人数（人） 割合 

１級 技能労務職員の職務 3 4.3% 

２級 技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 22（4） 31.4% 

３級 相当の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 9 12.9% 

４級 高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務 23 32.9% 

５級 
数名の技能労務職員を直接指揮監督する業務主任又は特に高度

の技能若しくは経験を必要とする技能労務職員の職務 
13 18.6% 

合計 70（4） 100.0% 

（ ）内は再任用職員（短時間）であり、外書きです。 
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４ 職員の手当の状況 

 
（１）期末手当・勤勉手当（令和5年度）  

   （単位：月分） 

多治見市 国 

1人当たり平均支給額 1,406千円  

支給割合 期末 勤勉 支給割合 期末 勤勉 

6月期 1.2（0.675） 1.0（0.475） 6 月期 1.2（0.675） 1.0（0.475） 

12月期 1.2（0.675） 1.0（0.475） 12 月期 1.2（0.675） 1.0（0.475） 

計 2.4（1.35） 2.0（0.95） 計 2.4（1.35） 2.0（0.95） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有 

※ 支給割合は、一般の職員の支給割合です。 

※ （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

※ 1人当たり平均支給額は、令和4年度決算見込額です。 

 

 

（２）退職手当（令和5年4月1日現在） 

（単位：月分） 

多治見市 国 

支 給 率 自己都合 
応募認定・ 

定年 
支 給 率 自己都合 

応募認定・ 

定年 

勤続20年 19.6695 24.586875 勤続 20 年 19.6695 24.586875 

勤続25年 28.0395 33.27075 勤続 25 年 28.0395 33.27075 

勤続35年 39.7575 47.709 勤続 35 年 39.7575 47.709 

最高限度額 47.709 47.709 最高限度額 47.709 47.709 

1人当たり 

平均支給額 
1,709千円 19,066千円 

 

その他の加算措置 

定年前早期退職特別措置（2～30%加算） 
その他の加算措置 

定年前早期退職特別措置（2～30%加算） 

※ 1人当たりの平均支給額は、前年度に退職した全職種の職員に支給された平均額です。 

 

（３） 時間外勤務手当 

 

 令和4年度 令和3年度 

時間外勤務時間数 70,066 時間／年 64,492 時間／年 

職員1人当たり時間外勤務時間数 102.6時間／年 93.1時間／年 

※ 選挙及び統計調査に係る時間外勤務手当を除きます。 
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（４）特殊勤務手当（令和5年4月1日現在） 

 

 

支給実績(令和4年度決算見込み) 15,143千円 

支給職員一人あたりの平均支給年額（令和4年度決算見込み) 125,147円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 (令和4年度決算見込み) 16.6％ 

手当の種類 支 給 額 

行旅死亡人の収容及び処理に関する業務 1 回 1,000 円 

犬、ねこ等の死体処理業務 1 回 200 円 

じんかいの収集業務及び処理業務 

日額 600 円 

ただし、正規の勤務時間による勤務が深夜にお

ける２時間以上のじんかいの処理業務を含む

場合は、日額 750円 

し尿の処理業務 日額 600 円 

下水処理場における下水処理業務及び下水管の維持修繕

業務 
日額 500 円 

下水道水洗化普及員が行う普及業務 
普及業務により水洗化を受諾した家屋１戸を

１件とし、１件につき 1,000 円 

車道上で行う市道の舗装、修繕業務 日額 200 円 

風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合に消防職員を除く職員が行う巡回監視、応急処置

業務 

1 回 300 円 

消防職員の消防出動業務   

(１) 火災出動 1 回 600 円 

(２) 救助出動 1 回 600 円 

(３) 救急出動 1 回 350 円 

(４) その他の出動 1 回 300 円 
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（５）その他の手当（令和5年4月1日現在） 

 

 

手当名 内容及び支給単価 
令和4年度 

支給実績 

支給職員一人 

あたりの平均年額 

地域手当 

・支給対象地 

  多治見市3%、岐阜市6%、各務原市3%、 

春日井市6％、瀬戸市6％ 

82,056千円 112,714円 

扶養手当 

・配偶者 6,500円 

・配偶者以外 １人につき 子10,000円 父母等6,500円 

・16歳～22歳の子の加算 5,000円 

75,468千円 258,453円 

住居手当 

自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居

住し家賃(16,000円を超える)を支払っている職員 

・家賃月額に応じ、28,000円を上限。 

34,506千円 300,052円 

通勤手当 

・交通機関等の利用者 運賃等相当額（上限55,000円） 

54,582千円 88,464円 
・自動車等の使用者（片道2km以上） 通勤距離区分によ

り2,900円～34,900円 

単身赴任手当 
勤務地を異にする異動等に伴い、単身赴任となった職員 

30,000円＋加算額 
－ － 

管理職手当 
管理又は監督の地位にある職員 役職区分により37,700

円～70,800円 
42,793千円 638,704円 

宿日直手当 1回につき 4,400円 1,074千円 4,400円 

管理職員特別

勤務手当 

臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、

土･日曜日、休日等に勤務した管理職員 

・理事、部長、部次長  6時間を超える12,750円 

6時間以下   8,500円 

平日深夜    4,300円 

・課長、主幹      6時間を超える10,500円 

6時間以下   7,000円 

平日深夜    3,500円 

・保育･幼稚園長（5級） 6時間を超える 9,000円 

6時間以下   6,000円 

平日深夜    3,000円 

871千円 25,610円 
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５ 特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在） 
 

区分 給料・報酬月額等 期末手当 退職手当 

市 長 

副市長 

教育長 

1,005,000円 

840,000円 

665,000円 

（令和4年度支給割合） 

4.35月分 

給料＊500/100＊在職年数 

給料＊300/100＊在職年数 

給料＊240/100＊在職年数 

議 長 

副議長 

議 員 

584,000円 

534,000円 

486,000円 

（令和4年度支給割合） 

4.35月分 
 

 

 

Ⅴ.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 
１ 職員の勤務時間（標準的なもの） 

開始時刻 終了時刻 休憩時間 1週間の勤務時間 

8時30分 17時15分 12時～13時 38時間45分 

 

 

２ 年次有給休暇の状況（R4.4.1～R5.3.31） 

制度の概要 平均取得日数 

1年度につき20日付与 

※付与された翌年に限り繰越可能（最大40日） 
13.1日 

※ 対象期間の途中に採用・退職した職員、休職等の期間のある職員を除外しています。 
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３ その他の休暇制度（令和5年4月1日現在） 

休暇の種類 休暇日数等 

有給 

選挙権、権利行使 必要と認められる期間 

裁判員、証人、鑑定人、参考人 必要と認められる期間 

骨髄液の提供 必要と認められる期間 

社会貢献活動 1年度につき5日の範囲内 

結婚 連続する7日の範囲内 

出産前 出産予定日までの6週間 

出産後 出産の日の翌日から8週間 

生後１年までの子の保育のた

めの休暇 
1日2回各30分以内 

妊娠中の通勤に係る交通機関

混雑の回避 

勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えな

い範囲内 

妊娠中の保健指導・健康診査 
母子保健法に規定する保健指導、健康診査を受ける場合に、必

要と認められる期間 

不妊治療のための休暇 
1年度につき5日の範囲内（頻繁な通院を要する場合は10日の範

囲内） 

妻の出産 2日の範囲内 

男性職員の育児参加 5日の範囲内 ※妻の産前産後期間中、小学校就学前の子に限る。 

子の看護 1年度につき5日の範囲内 ※小学校就学前の子に限る。 

短期介護休暇 
1年につき5日（要介護者が2人以上の場合にあっては、10日）

の範囲内 

忌引 続柄及び生計関係により、1～7日以内の連続する日数の範囲内 

父母の追悼行事 1日の範囲内 

夏季休暇 6～10月の期間内に4日の範囲内 

災害による住居復旧 7日の範囲内 

災害等で出勤困難 必要と認められる期間 

災害による通勤途上危険回避 必要と認められる期間 

無給 

組合休暇 １年度につき30日の範囲内 

介護休暇 
３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定す

る期間 

介護時間 
連続する３年以内において、１日につき２時間以下で勤務しな

いことができる 
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Ⅵ．職員の休業に関する状況 

 
１ 育児休業の状況（令和4年度） 

（単位：人）    

区分 

令和4年度取得者 令和4年度に新たに取得可能となった職員 

育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短時間勤

務取得者 

育児休業等 

対象者数 
育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児短時間勤

務取得者 

男性 6 1 0 16 6 0 0 

女性 26 6 2 9 9 4 1 

計 32 7 2 25 15 4 1 

 

 

Ⅶ．職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

 
１ 分限処分者数（令和4年度） 

                （のべ人数）   （単位：人） 

区  分 免職 降任 休職 降給 合計 
左の休職のうち、

実休職者数 

勤務成績の不良 0 0 0 0 0  

心身の故障 0 0 31 0 31 8 

適格性の欠除 0 0 0 0 0  

廃職過員 0 0 0 0 0  

刑事事件に因る起訴 0 0 0 0 0 0 

欠格条項該当 0 0 0 0 0 0 

 

２ 懲戒処分者数（令和4年度） 
                        （単位：人） 

区  分 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等 

法令違反 0 0 0 0 0 35 

職務上の義務違反又は職務怠慢 0 0 0 0 0 18 

非行行為 0 0 0 0 0 0 
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Ⅷ．職員の服務の状況 

 
 営利企業等従事許可の状況（令和4年度） 

許可件数 18 件  

 

 

Ⅸ．職員の研修の状況 

 
１ 職員研修の実施状況（令和4年度） 
 

研修項目 研修内容 実施件数 参加人数 

研修所等派遣研修 市町村アカデミー 等 16 件 17 人 

市独自研修 

階層別研修 採用時研修、師弟合同研修 等 8 件 157 人 

安全運転推進研修 安全運転推進研修 1 件 578 人 

安全運転実技研修 安全運転実技研修 1 件 30 人 

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ研修 リサイクルステーション立ち番研修 1 件 全職員 
（2年に1回） 

５Ｓ研修・おもてなし研修 

生産性向上研修 
５Ｓ研修、おもてなし向上研修 2 件 31 人 

メンタルヘルス研修 メンタルヘルスセミナー 等 3 件 76 人 

市町村職員研

修センター 

階層別研修 主任昇格１年目研修 等 16 件 171 人 

専門研修 行政実務講座 等 6 件 12 人 

東濃西部広域 

行政事務組合 
階層別研修 法制執務基礎講座 等 5 件 49 人 
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Ⅹ．職員の福祉及び利益の保護の状況 

 
１ 職員の定期健康診断の状況（令和4年度） 

区  分 対 象 者 受診者数 １人当たり市負担額 

年代別健康診断 全職員 771人 7,000円 

 

２ 公務災害の発生状況（令和4年度） 

区    分 認定件数 

職務遂行中の負傷 8 件 

出張中の負傷 0 件 

通勤中の負傷 1 件 

 

３ 公平委員会：措置要求の状況 
  ・令和4年度における措置要求の実績無し 

 

４ 公平委員会：不服申立ての状況 
  ・令和4年度における不服申立ての実績無し 

 

５ 公平委員会：苦情処理の状況 
  ・令和4年度における苦情処理の実績無し 
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